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わが国における精神障害者社会復帰論の展開Ⅰ
─ ソーシャルワークの視点から ─（その３）

相　川　章　子＊１）・平　林　恵　美＊２）

The Trend of Arguments on Social Rehabilitation of the Mentally Disordered in Japan,

─ From the viewpoint of social workers ─

Ayako AIKAWA,  Emi HIRABAYASHI
 The objective of this study is to show how I, as a PSW (psychiatric social worker), practiced back- 

to - the-community activity. This has been tried historically in search of the ideal psychiatric social 

work program for the future.  In this study I chose a work program outside of hospital work in which 

PSWs led the activity and investigated the means and objective of back-to-the-community activity.

 In this version (Rev 3), 4 results of (Rev 1) and (Rev 2) are documented: (1) the work program 

outside of the hospital concentrated more on training; (2) there could not be back-to-the community 

activity for patients with mental illness who wanted to be discharged; (3) it was necessary to verify 

the results of the activity with criticism by myself as a PSW; and (4) work programs outside of the 

hospital become the basic means of supporting PSWs.  Using these results, I interviewed PSWs who 

have actually participated in work programs outside of hospitals and studied the actual conditions of 

back-to-the-community activities through practice.

 There were four results: work programs outside of hospitals indicae back-to-the-community activity 

at that time. Secondly, back-to-the community activity consists of three factors: treatment, labor and 

life. PSWs played the leading role as coordinators of these three factors, which helped other 

specialists and patients inside the hospital to recognize the significance of PSWs and work programs 

outside the hospital in leading to change to a social work point of view and back-to-the-community 

activity. Thirdly, the idea of “Train-Then-Place”, work programs outside the hospital resulted in 

extending the period of hospitalization and led to secondary disorders.  Lastly, through the practice of 

work programs outside the hospital, PSWs became aware of the importance of getting away from 

“Train-Then-Place” paternalism and practic in favor of “the theory of subject=relation=self-

determination”.

 Through analyzing the practices of a work program outside the hospital, one will find what PSWs 

have done so far and also have an opportunity to ponder the PSW’s future.  To verify and study the 

PSW’s sense of practice and specialty from both short and long term points of view, will indicate the 

principles and direction of the PSW’s social life supporting practices.

Key words:   Work program outside the hospital, back to the community, psychiatric social worker, self-
determination, social participation
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Ⅰ　は じ め に

　わが国はさかのぼること精神病者監護法（1900年）の時代から，精神障害者は社会防衛の対象と

して位置付けられてきた。その結果として，精神障害者の私宅監置を認め，隔離収容を目的とした

入院中心の政策がとられ続けてきた。

　その一方で，海外で学んできた医師等の医療専門職者によって「精神障害者の社会復帰」につい

て論じられるようになった。特に1955年（昭和30）年代以降は，医療関係者を中心にリハビリテー

ションという名のもとで，彼らの社会復帰に向けた取り組みがなされるようになった１, ２。それら

の取り組みとして，生活療法，作業療法，レクリェーション療法，院外作業，共同住居などの実践

が挙げられる。なかでも精神保健福祉士（歴史的には精神科ソーシャルワーカーもしくは PSW と

呼ばれてきた。以下，PSW とする）は，これらの活動に積極的に取り組んできた職種のひとつで

ある３。

　このようなわが国における社会復帰への取り組みの歴史も半世紀を超えた。そしてこの間，「精

神障害者の社会復帰」についてさまざまな職種がそれぞれの立場や視点で実践し，研究をされた成

果や効果について論じ続けてきた。

　翻って現在の精神保健福祉の状況に目を移すと，今日においてもなお，精神障害者の社会的入院

の課題への解決策として退院促進支援や地域移行支援などが声高に叫ばれている４のである。よう

やっと，長期にわたる社会的な入院患者について，そして精神障害者の地域における生活支援の体

制について政策として目が向けられるようになったところであり，その成果としての「変化」はこ

れからであろう。

　「精神障害者の社会復帰」によって，精神障害者の暮らしや自己実現，取り巻く状況は変わって

きたのだろうか。また，わが国の精神保健福祉の歴史の中でどのような変化と可能性をもたらして

きたのだろうか。

　先行研究としては，浅野が医学的な立場から社会学的に精神医療論争の歴史をたどりつつ，社会

復帰論争を批判的な視点によって論じている５。PSW が中心的にかかわりながら，これまでの社会

復帰活動や社会復帰論についてソーシャルワーク的視点から検証をしているものは少ない。

　そこで本研究では，歴史的に展開をされてきたさまざまな社会復帰活動について，なかでも，

PSW が中心となって行ってきた「院外作業」をとりあげ，そのなかで語られてきた「社会復帰」

とは具体的に何を意味し，何を目指してきたのか，さらに，PSW としてどのような視点で社会復

帰活動を展開していたのかについて究明し，今後の精神保健福祉実践がどうあるべきかを探求する

ものである。

　「院外作業」とは，1960年から80年代前半に多くの精神科病院入院中の精神障害者に対して行わ
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れていた社会復帰活動であり，現在でも実施している精神科医療機関は少なからず存在している。

日中は病院の委託もしくは医療従事者が開拓した事業所で一般の従業員とともに働き，社会性の向

上や技術の習得を目指すものであった。これは病院内の社会復帰プログラムの一環として，社会に

より近い場での「治療」的意義が強調されたものである。場合によってはその事業所への住み込み

就職につなげて退院，社会復帰とする場合もあった。

　本研究（その１）６では，「院外作業」が熱心に行われてきた1960（昭和35）年から1980（昭和

55）年の文献を中心に取り上げることとし，「院外作業」がなにを目指していたのか，またそこで

語られる「社会復帰」とは何を意味していたのかについて，ソーシャルワークの視点によって検証

した。その結果，「院外作業」は，就労自体を目的とすることが中心となっており，生活者の地域

生活を支援することはすなわち就労を支援することが優先され，彼らの「生活」に着目する視点は

みられなかった。そこには社会的背景として，精神科医療の時代状況の影響を受けており，「生活者」

ならびに「生活支援」の視点を持つこと自体が困難であったことが浮きぼりとなった。また，社会

復帰の具現化は利用者の自己決定によるものではなく，医療職者（援助者）もしくは社会がイメー

ジする「社会復帰観」が先行していることも明らかとなった。利用者の自己決定を困難にしていた

のは，援助者と利用者間関係が，流動的な相互関係ではなく，指示―受動の固定化された援助関係

によるものと考察を導いた。結論的仮説として，当時の「院外作業」そのものが，むしろ退院への

障壁の一要因となっていたのではないかとの結論を得た。

　さらに本研究（その２）７では，研究の対象を1980（昭和55）年以降「院外作業」に関する先行

研究および実践等におき，同様に再度「院外作業」をとおして浮き彫りにされる「社会復帰」につ

いてソーシャルワークの視点から検証をした。さらに（その１）とあわせて「院外作業」に焦点を

当てることによって明らかとなった精神障害者の社会復帰に関する史的展開についてソーシャル

ワークの視点から総括した。その結果，1980（昭和55）年以降，医療職者の考え方の中に入院を生

活者としてとらえる視点がみられるようになり，院外作業の目的を生活能力の獲得だけにとどまら

ず，「一つのかかわり」としてとらえていく考え方が見られるようになった。また患者の自己決定

をとりあげられるようになると院外作業そのものを見直す考え方も現れてくるなどの PSW の考え

方の変容が見られるようになった。同時に社会的背景としてインスティチューショナリズム（施設

症）による弊害について示されるようになったことも助けて，院外作業が退院の妨げとなっている

のではないかという批判的見解も見られるようになった。一方で1980年昭和55）年以降においても

「院外作業」は，入院者が直接社会生活を営んでいくための退院へとつながる活動ではなく，訓練

が先行し，訓練で成功をえたもののみが退院となる段階論的発想は治療構造の中でむしろ強化され

つつあった。そこで PSW が次なる展開として取り組んだのが「アパート退院」であり，院内作業

の実践と反省からアパート退院を始めする種々の社会復帰実践を生み出すきっかけをつくるものと

とらえることができるとした。
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　つまり，「院外作業」は，訓練が先行し退院したい精神障害者が直接退院できるための社会復帰

活動ではなかったことに対する PSW 自身の批判的検証の必要性を示し，そのうえで生活者の視点

を軸とした次なる社会復帰活動へと展開をしていくための礎となったと結論付けた。

　さらにこのような歴史的経過の中で，「社会復帰」という言葉は，時代に応じ，また立場に応じ

その使い方や意味を微妙に変え，きわめて多義的にかつ曖昧な言葉として使われてきたといえる。

　さて，本稿（その３）では，（その１）および（その２）として行った文献研究による結果を受け，

これらをさらに具体的かつ実践的に検討することを目的に，実際に院外作業に携わってきた PSW

からヒアリング調査を行い，実践のなかからみえてきた社会復帰活動の実態について考察すること

とした。

Ⅱ　研究の方法

　1960-80年代で行われた院外作業に直接間接にかかわり，前報告の文献執筆者および実施年代お

よび地域を異にする PSW ５名に対して，１時間半から２時間半ほどのヒアリング調査を実施した。

ヒアリングの実施方法は，インタビュー形式をとり，設問項目は，①実践していた時代背景，②院

外作業の対象　③病院の中での位置づけ，④院外作業の内容，⑤当時の視点，⑥地域との連携，⑦

当時の「社会復帰」の意味と当時の視点，の７項目を主とし，そのほか語りの中から展開されてい

く周辺の事柄についても分析の材料とした。得られたデータをすべて文字化し，グラウンデッドセ

オリーアプローチ修正版８により分析をおこなった。

　インタビュー実施期間：2004年12月１日～2005年２月末

　なお，本研究では，ナイトホスピタルおよびナイトケア，外勤療法等も含めて「院外作業」とい

う用語を用いることとする。

Ⅲ　結　　　果

　ヒアリング対象者５名の院外作業実施状況は，実施時期は，1961（昭和36）年から2002（平成

14）年のうちの実施期間８年間から33年間であった。

（₁）院外作業と時代背景との関連

　1960年，70年代の高度経済成長のなかで院外作業は導入され，その後全盛期を迎えるが，1973（昭

和48）年の第一次オイルショックおよび1978（昭和53）年の第二次オイルショックにより多くの中

小企業が傾くのに並行して，院外作業も下火，衰退していった（図１）

　A 氏は33年間の実践を昭和30年代，40年代，50年代，60年代以降の4期にわけており，それぞれ
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の時代ごとに実施内容が変化していた。一方，E 氏は下火になった1980（昭和55）年から新たに開

始している。

　A 氏，D 氏は時代状況に応じ，経済不況，職親の減少等により院外作業の実践を収束させてい

る一方で，B 氏および C 氏はオイルショック後，援助理念に疑問を持ち，終了している点が異なっ

ている。

　1966（昭和41）年におこった院外作業中の事故１）をきっかけに，1968（昭和43）年に厚労省（当

時労働省）労働基準局長より，一般論として厚労省（当時労働省）は「労働者であるか否かについ

ては，形式的に判断せず，実態に応じ，使用従属関係の有無を判断し，作業療法として適正である

か否かを問わず，使用従属関係があって，それに基づく労働の対価が支払われているときは労働者

に該当する」としている。２）

（₂）院外作業の対象およびその選定

　本人の希望や退院予定者，また長期入院者などさまざまで，さらに症状の安定や作業能力などに

より選定しているところもみられた。対象者の選定は多くは PSW にゆだねられていることが多

かったようである。開放病棟の入院者はすべて何かしらの作業に従事することを義務づけ，まず院

▲

 

34  35  36　37　38  39　40  41　42  43　44  45  46　47  48　49  50　51  52  53　54　55  56　57  58  59　60  61　62  63　元   2   3   4   5   6　 7　 8 　 9　10　11　12　13　14　15　

病院開始　B氏 昭和40年～48年（8年間）

A氏　昭和36年～平成5年（33年間）

C氏　昭和44年～53年（約10年間）

昭和48年～55年（8年間）D氏

E氏　昭和55年～平成14年（23年間）病院開始
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【図₁】

１）  S41.2.19，A 病院の入院患者 B（23歳）が作業療法として C 製作所（製剤木工）に出向作業中，自
動プレーナーの刃部に触れ，左前腕，左手部に受傷（左前腕挫創，左手複雑骨折）3.31に治癒。

２）昭和43年８月15日，岐阜県労働基準局長宛，労働省労働基準局長回答
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内作業，その次の段階は IT（industrial therapy）と称する院内業務への従事，そして院外作業を通

過して，退院という，いわゆる段階的システムの一つとして実施されていった病院もみられた。

　実施の条件として，家族の同意を義務付けていたというケースと，かならず退院が予定されてい

る者とするなど，目的を明確化した例もあった。

（₃）院外作業の内容，方法

　職種も方法も多種多様で，作業報酬の扱いも様々である。多くは病院が開拓した事業所へ行くが，

なかには自己開拓していく人もいる。作業報酬はその位置づけによっても，また実施年代によって

も異なっていた。全額本人へ還元していた例，必要経費の現物支給から次第に現金支給へとシフト

させていった例や，委託料を差し引いて分配した例，報酬分配を病院：本人６：４の比率から４：

６へと改善した例などもみられた。

　また，院外作業の実施期限については，E 氏のみ６ヶ月という設定があったものの，他ではみら

れなかった。

（₄）病院の中での位置づけ

　多くは治療効果を期待し，治療の一環として位置づけられていた。なかには，作業訓練を事業所

へ委託するという位置づけで委託料を支払って病院と委託契約をしていたところもみられた。

（₅）院外作業による変化や効果

　利用者本人の転機としては，再発，再入院というケースも少なくなく，必ずしも退院や継続的な

地域生活へとつながったわけではなかった。しかしその一方で，A 氏，C 氏，E 氏からは退院にあ

たって家族への説得効果は大きかったと語られた。また，仕事ができた喜びによって自信を取り戻

す姿に，病院スタッフ，家族，そして PSW を含め入院者像を一変させた効果は大きいものであった。

さらに院外作業を行うことにより病院開放化への契機となった。

（₆）PSW の役割

　B 氏以外は，院外作業の開始前の職場開拓から終了後までのほぼすべての過程をまかされ，他職

種との連携も含め，コーディネーターとして中心的な役割を果たしていた。院外作業を社会復帰業

務の一環として導入した時は PSW が中心的に実施していたものの，時代背景や状況が移り変わる

中で徐々に後方支援にまわるようになり，そこでおきたさまざまな問題に対応するようになって

いった。側面的ではあるものの院外作業実施継続において重要な役割を担い続けたといえる。
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（₇）「社会復帰」の意味と視点

　1960年，70年代の実践者からは，社会復帰＝就労という考え方が強く，退院するには働く見通し

がなければならないという，いわゆる適応論が多くを占めていた。段階論的発想によりプログラム

化されてきたなかで，そのことに対しての問題意識を持ち始めていく例や，退院したものの再発，

再入院によりほとんど治療的効果を示さないことから疑問を持ち始めたというケースもみられた。

その後の1980年代以降の実践者 E 氏は，いわゆるソーシャルワークの視点を軸にした取り組みが

みられた。

Ⅳ　分析結果および考察

　ヒアリングのデータから，修正版 M-GTA 法によって以上の14の概念が抽出され，そこからさら

に６つのカテゴリーが生成された。
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閉 鎖 病 棟

か ら 開 放
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（₁）時代背景による影響と変化（カテゴリー₁）

　院外作業の盛衰から，時代ごとに大別すると，導入期（～1964年ころ），全盛期（1965年ころ～

1973年ころ），衰退期（1974年ころ～1985年ころ），終結期（1985年ころ～）の４期に分けることが

できる。その盛衰の原因を見ると，「発展要因としては，好景気と人手不足，衰退要因としては経

済不況，職親減少，共同作業所増加」などがあげられ，社会的経済的状況による変動の影響を大き

く受けていることは明らかである。その一方で，必ずしもはっきりした治療理念や支援理念等によ

るものは見られず，終結の原因として，援助観の転換による終了は少ない。法的背景，経済的社会

的時代背景の影響を大きく受けて院外作業の実践がおこなわれてきたことが如実に見受けられた。

そこには本人のニーズに基づく治療的必要性や有効性による援助方法としての価値は，それほど重

視されていたとはいえなかったのではないだろうか。

（₂）治療と労働と生活のバランス（カテゴリー₂）

　①治療的側面（患者）と労働的側面（労働者）

　院外作業を治療として位置づけるか，労働として位置づけるかにより，院外作業そのもののとら

え方，方法，また作業報酬の扱い等に違いがみられた。

　1960年代後半（全盛期）に，一般論としては実態に応じ使用従属関係にあり，労働の対価が支払

われているときは，労働者に該当するとされたものの，実践的にはそれ以後今日まで労働か治療か

という双方のとらえ方には正当性と限界があり，その後もなお，整理し切れずあいまいさを多分に

残したまま実践されてきている。

　治療として診療報酬化されることもなく，労働としても最低賃金を義務付けられることのないま

ま実施され続けた要因として，時代背景との関連性が浮かび上がる。そのことは治療と労働の二面

性のなかで，治療・回復のための必要性から行われた主体的な治療法または支援というよりも，低

賃金労働力の必要性という時代状況の要請に応じて，便宜的解釈がなされやすかったのではないか

と考えられる。そのことは作業報酬の扱いの多様さにも現れている。

　②退院に向けての就労支援と居住支援

　院外作業は本来支援の方向性と目的を明確にした上での一つの手段にすぎない。しかし，当時の

社会復帰＝就労という通念の中で，就労しなければ退院はできないという思いから，就労を目的に

院外作業を希望する利用者が多かったのである。そのような利用者の真の思いは「退院」にあった。

C 氏はこのような利用者とのかかわりから「自己決定」とは何であるのかを考える大事な経験となっ

たと話された。利用者は，「退院して地域で暮らす」という一生活者としてあたりまえの期待すら

持つことができず，むしろ自分自身の病状が好転し，社会適応性について家族や病院を説得するた

めに，院外作業に出るという選択がなされたのではないだろうか。
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（₃）入院者の存在証明として（カテゴリー₃）

　①入院者像の変化

　「昭和30年代は，統合失調症は治らない，予後不良，社会生活は不可能，働けない，金銭管理能

力はない等の見方」を医療関係者や家族，本人らは持っていたが，院外作業の導入によって，社会

復帰が可能であることを実証し，そのことで入院者像を一変させた。院外作業によって，利用者自

らが，自分自身の入院者像を変容させていくこととなったといえ，この効果は大きかったといえる。

　②家族に対する存在証明

　また，本人は「退院したい」だけであるにもかかわらず，家族は「働けるようにならなければ退

院させられない」として，「病気がよくなっても受け入れを拒否する家族が多」かったのである。

家族説得のために院外作業に参加し，結果として「家族の本人への態度や評価が好転する例が多」く，

家族に対する存在証明を果たし，家庭復帰が可能となる例も多かった。

　③本人自身の存在証明

　結果として，本人自身が「自信を回復したり，意欲を持つ」など，自らの存在証明への気づきに

つながったという報告も見られた。しかし実際には時代状況の中で家族の説得のためや，病院の段

階論的プログラムの一つとして，また就労支援をするためにかかわるスタッフが作業能力を見極め

るために参加したという入院者は少なくなかったのである。本人自身の回復等は本来であれば第一

義的な目的となるべきであろう。

（₄）PSW のかかわりの意義（カテゴリー₄）

　①PSWの社会的認知のための手段

　1960～70年代は，PSW は未だ社会的には認知されない職種で，病院内の他職種業務との棲み分

けもできていない時代であった。そのようななかで院外作業が導入され，多くの PSW が社会復帰

およびリハビリテーション活動の名のもとで行われた院外作業に集中的にかかわっていくことと

なった。院外作業によって患者が退院，または就労するなどの転機は，まさに PSW の実績として，

他職種に対してその存在意義をアピールする最たる手段となったと考えられる。わが国における

PSW の歴史的発展と重ね合わせると，院外作業へのかかわりは，PSW の存在意義と社会的認知を

得ていく有効な手段となったといえる。

　②病院改革をもたらしたPSWの視点

　①は逆に言えば，それだけ他職種からいかに認知され，連携を持っていくかということが，当時

の PSW らの共通の課題であり，職業的に確立させていくための切実な課題であったといえる。B

氏は，PSW は常に問題意識を持つセンスを磨き，それを堅持していくことが大事であることを話

され，それらを少しずつ変革のためのエネルギーへと昇華させていった。院外作業への問題意識の

後，小遣い金自主管理やアパート退院，院内改革の活動へと展開をしている。これは院外作業の取
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り組みの限界と問題意識が原動力となって，適応論 ･ 段階論を脱却した，いわゆるソーシャルワー

クの視点に立脚した社会復帰活動を目指したものとみることができる。

（₅）適応論・段階論・パターナリズム　から　主体論・かかわり・自己決定へ（カテゴリー₅）

　①段階論的社会復帰プロセスへの問題意識

　1960，70年代は，院内適応＝院外（社会）適応＝社会復帰という考え方が多くを占めていた。院

内作業にとりくみ，そこに適応して作業を全うすることが，次の段階へとすすむ条件であり，次な

る段階としてＩＴ（インダストリアルセラピー）が訓練として準備され，そこにも適応して要求を

全うすることが次の段階へと進む条件となった。それらを経た者だけが「院外作業」を実施するこ

とができ，院外作業を全うした者が条件をクリアしたものとしてようやっと「退院」の対象となる

というものである。院内適応というのは，「精神症状は押さえ込まれ，おとなしくなって，職員の

言うことをよくきく」ことととらえられていた。院内適応できるもののみが社会適応できうるとい

う評価判断のなかで，段階論的プログラム化がおこり，そこにはおのずと管理と権限が生じてきた。

つまり，やり方によっては院外作業が管理の手段となり，そこには利用者の自己決定にもとづく個

別のかかわりとしての支援よりも，むしろ段階論的管理的援助がなされていたのである。具体的な

管理は作業報酬の分配の仕方や，小遣い金の管理などにみられた。

　②問題意識から確立された主体論・かかわり・自己決定へ

　こうした状況のなかで，問題意識を感じた PSW が，かかわりのなかで本人を主体とし，真の自

己決定を尊重したソーシャルワークの視点を確立していくプロセスがみられた。B 氏，C 氏は院外

作業実践と相前後して，小遣いの自主管理やアパート退院，サロン等の取り組みへと展開させてい

る。これは院外作業の取り組みの限界と問題意識が原動力となって，いわゆるソーシャルワークの

視点に立脚した社会復帰活動を目指したものとみることができる。

　1970年代以降に取り組まれた E 氏は，すでにソーシャルワークの視点を重視し，かかわりによ

る関係づくりから，自己決定を尊重した実践を展開している点からも，時代による視点と実践の変

遷を見て取ることができる。

（₆）病院の開放化への動機形成（カテゴリー₆）

　1960年代は隔離 ･ 収容の時代であり，社会防衛的見方が強い時代のなかで，「開放は危険である

という見方が支配的であり，病院も全閉鎖は普通」であった。院外作業を取り入れることで，入院

者は地域とつながり，「病院に地域のさまざまな情報」を持ち込んでくれることになった。そのこ

とによって「（略）病院自体が当事者や職親，家族から評価される機会が増え，体質を変えざるを

得ないようになり」，いわゆる社会化，開放化の動機形成となったのである。また，1970年代以降，

病院開放化は時代の流れでもあり，そのこととの相乗効果により，結果論的副産物として開放化を
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より促進させたともいえる。

　また，（４）で述べた，PSW がその後に取り組んでいくこととなる，小遣い自主管理の取り組みや，

アパート退院への支援，サロンづくりなども，病院の開放化を促進する重要な契機となったといえ

る。

Ⅴ　ま　と　め

　院外作業は，時代ごとの社会復帰に対する考え方が顕著にあらわれており，また時代状況や

PSW の活動状況の変遷によって，その実施形態を変容させているところからも，その時代の社会

復帰観をみるのにひとつの指標となる社会復帰活動といえる。

　また，院外作業には治療，労働，生活という三つの要素がふくまれており，PSW は三要素間のコー

ディネーターとして中心的役割を担うことで，その存在意義を周囲に対し認識させることとなった。

それは社会復帰概念のあいまいさから脱却しきれていない状況のなかで PSW の問題意識が触発さ

れ，よりソーシャルワーク的視点に立脚した次への社会復帰活動へのエネルギーとなった。そこに

は，院外作業の導入によってこれまでの入院者像が変容したことも，PSW の次なる社会復帰活動

への大きな原動力になっていた。

　一方で，退院するには家族の説得が不可欠であり，その背景には社会復帰＝就労という社会の価

値観が色濃くみられ，そのことは家族の価値観のみならず，病院内での価値観にも影響を及ぼして

いたことはいうまでもない。家族に対する存在証明としての役割と同時に，院内スタッフへの患者

像にも大きな変容をもたらした。

　ソーシャルワークの視点を持った PSW が精神科病院という閉鎖的組織のなかにあって，患者の

人としての当たり前に生きる権利の復活をめざし，地域を新たな視野に入れて個々の生活支援とし

てのかかわりを，自己決定の理念を中心に置きながら展開していく社会復帰活動の意義は大きい。

院外作業は院内，院外，患者，企業，家族等多くの関係者とダイナミックにかかわりながら展開し

ていくなかで，そこからさまざまな問題意識を見出し，ソーシャルワークの視点に立脚した次なる

社会復帰活動へと展開していく原動力を生み出した点で，PSW がこれにかかわった意義もまた大

きい。

　しかしその一方で，「労働者として働く権利」と「患者として治療を受ける権利」の狭間にあっ

たことや，適応論・段階論的援助プログラムの一つとなっていたことは，その実施方法によっては

利用者の人権を侵害する危険性も兼ね備えていた。本研究結果を受けて，中心的に携わった PSW

としてさらなる検証の必要があろう。

　また，適応論，段階論が主流の時には，入院から直接アパート退院という間に，社会に適応する

ためのさまざまな訓練を経なければならなかったため，一生活者として地域に戻っていくのにより
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多くの時間を要し，そのことが入院の長期化を助長し，更なる二次的障害を招いたのではないかと

いう仮説に対しては，さらなる検証が必要であろう。近年，Place-then-Train へのパラダイム転換

が徐々になされつつあり，訓練をして生活スキルを身につけなければ退院できないのではなく，ま

ず退院をして，それぞれの生活の場において，またそれぞれの生活の営みのなかで必要なスキルを

身につけていくという考え方に変わりつつある。

　本研究をとおして今後の地域生活支援を考えるにあたり，「適応論・段階論・パターナリズム」

から脱却し，ソーシャルワークの専門性である「主体論・かかわり・自己決定」を主眼とした実践

をおこなっていくことの重要性が改めて浮き彫りにされた。とともに，PSW の実践感覚と専門性

に基づく問題意識を堅持しつつ，今，目の前の利用者にとって必要な支援のあり方をともに模索し

ていくことが問われている。そしてその歩みを短期的，長期的視点で確認し，検証していくことが

PSW にとって避けられない課題である。

Ⅵ　お わ り に

　今後は，実際に院外作業に参加された利用者の方々にヒアリングを行い，これまでの援助者側の

文献やヒアリングによって浮かび上がってきた問題点について，さらなる検証を行っていくことが

課題として残されている。

　おわりに，本研究のヒアリングに快く応じてくださった5名の PSW の先輩方に，心より感謝申し

上げます。
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